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名物簡単遊びながらの
アイスクリーム作り
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村職員に支給される給与は、地方自治法と地方公務員法に基づき村議会を経て定められています。
村職員の給与や定員の状況等の実態について、村民の皆さんに一層の理解をいただくため、平成23
年４月１日現在の状況を公表します。
◎ 人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には特別職などの給料・報酬などを含む。
◎ 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
２　職員数は、平成23年４月１日現在の人数である。（特別職を除く）

◎ ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

◎ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年4月1日現在）
①一般行政職

②技能労務職

（注）１「平均給料月額」とは、平成23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、管理職手当などのすべての諸手当の額を
合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

住民基本 （参考）
区　分 台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 21年度の

（22年度末） A B B／A 人件費率

人 千円 千円 千円 ％ ％
22年度

1,739 2,615,985 255,217 455,504 17.4 21.2

給　　　　　与　　　　　費 一人当たり職員数A
給　料 職員手当 期末･勤勉手当 計Ｂ 給与費B/A

人 千円 千円 千円 千円 千円
54 180,557 28,753 63,161 272,471 5,046

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
天　川　村 43.1 歳 294,428 円 297,620 円
奈　良　県 43.8 歳 344,039 円 －
国 42.3 歳 327,205 円 397,723 円

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
天　川　村 53.3 歳 233,743 円 262,868 円
奈　良　県 － － －

国 49.5 歳 283,862 円 321,662 円

100.0

95.0

90.0

85.0
天川村 類似団体平均 全国町村平均 

（Ｈ17） 
87.9 （Ｈ22） 

86.7

（Ｈ17） 
90.4

（Ｈ22） 
92.3

（Ｈ17） 
93.7

（Ｈ22） 
95.1

天川村の給与・定員管理等について
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◎ 職員の初任給の状況（23年4月1日現在）

◎ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年4月1日現在）

◎ 一般行政職の級別職員数の状況（23年4月1日現在）

（注）１　天川村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
３　税務職は含まない。

◎ 期末手当・勤勉手当

区　　　　分 天　川　村 奈　良　県 国
大　学　卒 172,200 円 178,800 円 172,200 円

一般行政職
高　校　卒 140,100 円 144,500 円 140,100 円

技能労務職 高　校　卒 133,100 円 － －
（一） 中　学　卒 125,400 円 － －

大　学　卒 192,800 円 － －
教　育　職

短　大　卒 168,600 円 － －

経験年数 経験年数 経験年数
区　　　　分

５年～10年未満 10年～15年未満 15年～20年未満
大　学　卒 185,800 円 236,100 円 290,100 円

一般行政職
高　校　卒 181,500 円 227,700 円 237,500 円

区分 標 準 的 な 職 務 内 容 職員数 構成比

１　級 定型的又は相当高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 ６ 人 15.8％

２　級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ５ 人 13.2％

３　級 課長補佐、調整員及び主査の職務 15 人 39.5％

４　級 課長の職務 ７ 人 18.4％

５　級 参事及び困難な業務を処理する課長の職務 ５ 人 13.1％

天　　川　　村 奈　　良　　県 国

１人当たり平均支給額（22年度） １人当たり平均支給額（22年度） １人当たり平均支給額（22年度）
1,173 千円 ――――――　千円 ――――――　千円

（平成21年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当　　　勤勉手当 期末手当　　　勤勉手当 期末手当　勤勉手当
2.6月分　　　　1.35月分 2.6 月分　 1.35月分 ――― 月分　――― 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
・加算措置なし ・職制上の段階、職務の級等 ・職制上の段階、職務の級等

による加算措置あり による加算措置あり
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◎ 退職手当（平成22年度）

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

◎ 時間外勤務手当

◎ 特殊勤務手当（23年4月１日現在）

◎ その他の手当（平成23年4月１日現在）

天　　川　　村 国
（支給率） 自己都合　　　勧奨・定年 （支給率） 自己都合　　　勧奨・定年
勤続20年　　23.5 月分　　30.55 月分 勤続20年　　23.5 月分　　30.55 月分
勤続25年　　33.5 月分　　41.34 月分 勤続25年　　33.5 月分　　41.34 月分
勤続35年　　47.5 月分　　59.28 月分 勤続35年　　47.5 月分　　59.28 月分
最高限度額　59.28 月分　　59.28 月分 最高限度額　59.28 月分　　59.28 月分
その他の加算措置　国に同じ その他の加算措置　
・１人当たり平均支給額　　　10,237千円 ・定年前早期退職特例措置（２%～20％加算）

支給実績　　　　　　　　　（22年度決算） ６，９２３ 千円
職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） ２３１ 千円
支給実績　　　　　　　　　（21年度決算） ８，２２２ 千円
職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） ２１６ 千円

支給実績　　　　　　　　　　　（22年度決算） ０ 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） ０ 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） ０ ％
手当の種類（手当数） ２ ％
手当の名称 主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

伝染病患者等の救護又は、伝染病菌附着の
伝 染 病 防 疫 手 当

危険のある物件の処理に従事した職員
１日又は１回　1,500円

行旅死亡人処理手当 行旅死亡人を処理した職員 １日又は１回　5,000円

支給職員国の制 支給実績
１人当たり手当名 内 容 及 び 支 給 単 価 度との （22年度
平均支給年額

異同● 決算） （22年度決算）

・配偶者…………………………………………… 13,000円 千円 円

扶　養 ・配偶者以外の扶養家族………………………… 6,500円
手　当 ・配偶者のない場合の１人目…………………… 11,000円

同 8,246 229,056

※満16歳から22歳の子１人につき5,000円の加算
・借家………月額12,000円を超える家賃を支払う職員に 千円 円住　居

対し、負担している家賃の額に応じ、 同 0,324 324,000手　当
上限額27,000円まで支給

・交通機関利用者 千円 円

１か月あたりの最高支給限度額　55,000円通　勤
・交通用具（自動車など）使用者片道の使用距離に

手　当
応じて2,000円（２㎞以上５㎞未満）から

同 4,196 87,417

最高24,500円（60㎞以上）支給
・参事……………………………………………… 43,000円 千円 円

・課長，教育次長，診療所事務長……………… 39,000円管理職
・室長、議会事務局長、課長補佐、看護師長、 同 6,456 379,764手　当
保健師長及び幼稚園園長……………………… 29,000円
・診療所所長……………………………………… 57,000円
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◎ 特別職の報酬等の状況（平成23年度）

◎ 部門別職員数の状況（平成23年4月１日現在）

（注） 職員数は一般職に属する職員数で、教育長を含み、臨時職員を除いている。

区　　　　　分 給　料　月　額　等
村　　　長 ６５０，０００　円

給　　料 副　村　長 ５７０，０００　円
教　育　長 ５００，０００　円
議　　　長 ２４５，０００　円

報　　酬 副　議　長 １９５，０００　円
議　　　員 １８５，０００　円
村　　　長 （平成２２年度支給割合）
副　村　長 ６　月期　　１.４５月分

期末手当 議　　　長 １２　月期　　１.５月分
副　議　長 計　　２.９５月分
議　　　員 （参考）教育長の支給割合は、一般職と同じ

（算定方式） （支給時期）
村　　　長 給料月額×５２０／１００×勤続年数　　　在職中通算又は

退職手当
副　村　長 給料月額×３３０／１００×勤続年数　　　任期ごとの選択制

（参考）教育長 給料月額×２４０／１００×勤続年数

区　分 職　　員　　数 前年増減数（人）

部　門 H21 H22 H23 H22 H23

議　　　会 １ １ １

総　　　務 19 18 18 －1

税　　　務 ２ ２ ２

農 林 水 産 ５ ５ ５

一般行政 商　　　工 ２ ２ ２

土　　　木 ２ ２ ２

民　　　生 ２ ２ ２

衛　　　生 ７ ８ ８ １

小　　　計 40 40 40

特別行政 教 　 　 育 17 16 14 －1 －2

普　通　会　計 57 56 54 －1 －2

病　　　院 ５ ５ ５

下　水　道 １ １ １
公営企業

そ　の　他 ２ ２ ２

小　　　計 ８ ８ ８

合　　　　計 65 64 62 －1 －2
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平成24年の各大字区長を紹介します。（平成24年1月30日現在）
区長連合会長：角谷甚四郎
副会長：森岡太美行・中村　猛

社会教育学級とは、連帯感を高め人生をより豊かにする皆さんの集いです。

《天川村の社会教育学級》

社会教育学級での学習を希望される方は、それぞれの学級の代表者にお申し込み下さい。また、
新しく学級の開設を希望される場合には、教育委員会までご連絡下さい。

【お問い合わせ】 天川村教育委員会事務局　163-0321（内線213）まで

大　字 区　長　氏　名

洞　川 角　谷　甚四郎

北　角 堀　口　　　博

中　越 中　西　隆　司

川　合 森　岡　太美行

沖　金 水口　十男十郎

中　谷 堀　井　孝　眞

沢　原 福　上　知　秀

北小原 植　村　正　和

五　色 西　本　　　力

南日裏 今　西　行　雄

大　字 区　長　氏　名

坪　内 水　口　　　芬

九　尾 中　村　　　猛

栃　尾 稲　住　　　望

和　田 上　西　良　継

篭　山 松　葉　伸　一

庵　住 上　西　文　一

山　西 西　村　保　幸

広　瀬 花　谷　光　信

塩　野 宮　脇　正　輝

各大字区長の紹介

平成24年度　天川村社会教育学級生募集

学　　級　　名 代　　表　　者 学　　級　　名 代　　表　　者

ユ ー ト ピ ア 天 堀　口　善　昭 親 　 愛 　 学 　 級 井　口　勝　代

花 の 生 涯 塾 桝　谷　譲　二 ぼちぼちやろうかい 山　本　久　彦

和 田 女 性 学 級 住　谷　光　代 坪 内 女 性 学 級 柿　坂　英　子

さ つ き 女 性 学 級 堀　井　ときみ
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平成23年12月31日付けをもって、篭山の石崎英明さんと洞川の小西実さんが人権擁護委員を退任
されました。この度、解嘱に伴う伝達式が挙行され、石崎さんが法務大臣感謝状を小西さんが県人
権擁護委員連合会感謝状を授与されました。
退任されましたお二方には、天川村の人権に関わる啓発活動や相談活動等に長年にわたりご尽力

いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

＊人権擁護委員とは？

人間が「命」という平等なものを授かり、生きていく上で、人権は大切に守られていかなければ
なりません。しかし現実には、日常生活のなかで人権をめぐる問題が起きています。また、「人権」
は目に見えるカタチとしてあるものではないので、人権侵害や不当な扱い、虐待などが実際に行な
われていても、なかなか表面化しないケースも多いと思われます。そこで、地域住民の身近な相談
相手として、人権擁護委員が任命され、全国の市町村で活躍しています。

平成24年１月８日に行われました、天川村消防団出初式にて平成23年台風12号災害時にご協力い
ただいた西岡康博様、株式会社大紀代表取締役清水益成様、天川村建設業組合様へ感謝状を贈呈い
たしました。
御三方におかれましては、情報提供・救助活動等で多大なるご支援ご尽力いただきましたことに

厚く御礼申し上げます。

感謝状が授与されました

防災功労者への感謝状贈呈

籠山：石崎　英明さん 洞川：小西　実さん

西岡　康博　様 清水　益成　様 天川村建設業組合　様
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骨粗しょう症検診を実施いたします。受診を希望される人は、ほほえみポート天川内健康福祉課までお
申し込み下さい。なお、受診していただくことができるのは下記の対象者に該当する人のみとなりますの
で、ご注意ください。検診にかかる費用は、無料です。
詳しい内容につきましては、申し込みをいただいた人に、後日ご案内いたします。
日　　　時　：　3月27日（火曜日） 午後
会　　　場 ：　天川村国保診療所
対　象　者 ：　村内に住民票をおく女性で、生年月日が下記にあてはまる人。

40歳の人（昭和45年４月２日～昭和47年４月１日生まれの人）
45歳の人（昭和40年４月２日～昭和42年４月１日生まれの人）
50歳の人（昭和35年４月２日～昭和37年４月１日生まれの人）
55歳の人（昭和30年４月２日～昭和32年４月１日生まれの人）
60歳の人（昭和25年４月２日～昭和27年４月１日生まれの人）
65歳の人（昭和20年４月２日～昭和22年４月１日生まれの人）
70歳の人（昭和15年４月２日～昭和17年４月１日生まれの人）

今月のうさちゃんくらぶは、下記の内容で開催します。みなさん、ふるってご参加ください☆
お子さま同士の遊び場に、また保護者の方の交流の場に、皆さまのお越しをお待ちしております

※参加対象・・・生後４ヶ月～幼稚園入園前までの親子
※持 ち 物・・・タオル・お茶等

（詳しくは、後日郵送しますご案内をご確認下さい）
※ 送迎を希望される方は、前日までにご連絡下さい。

臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっきりと
せず不安のある方など、どなたでもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となっておりますの
で、予約制です。また、定員に達し次第受付を終了いたします。相談を希望される方は、下記までお申込
みください。
相談の内容などの秘密は、固く守られます。この機会をぜひご利用ください。

女性が、生涯を通じて健康で明るく充実した日々を自立して過ごすことを支援するために、「女性の健康
週間」が実施されます。
毎日の忙しさに、体のSOSを聞き逃してはいませんか？
近年、女性特有の病気も注目されてきています。健康づくりは予防がなにより大切です！早めの気付き

から、早めのケアにつなげていきましょう。

保 健 事 業
の お 知 ら せ

うさちゃんくらぶのご案内

骨粗しょう症検診のご案内

心の健康相談のご案内

女性の健康週間です＊3月１日～3月8日

日　程 時　間 会　　場 内　　　容 申込み
10：30～ ・ぼんぼんでマスコットを作ろう♪

3月15日（木）
12：00

ほほえみポート天川
・わんぱく遊び

不　要

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。 連絡先　163－9110

開催日：3月21日（水） 会場：ほほえみポート天川

内　容：個別相談（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）
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国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 3月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 3月の予定表

＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

日 曜日

1 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

2 金 診　　察 診　　察 燃焼

3 土 閉　　　　館　　　　日

4 日 閉　　　　館　　　　日

5 月 診　　察 診　　察 歯科健診13：00～ 燃焼

6 火 診　　察 検 査 日 資源１

7 水 診　　察 診　　察 脳のトレーニング教室

8 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源２

9 金 診　　察 診　　察 燃焼

10 土 閉　　　　館　　　　日

11 日 閉　　　　館　　　　日

12 月 診　　察 診　　察 燃焼

13 火 診　　察 検 査 日 資源１

14 水 診　　察 診　　察 脳のトレーニング教室

15 木 休　　診 診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ10：30～ 不燃

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室 10：30～

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室 10：30～

（予約）
粗大

（予約）
粗大
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日 曜日

16 金 診　　察 診　　察 燃焼

17 土 閉　　　　館　　　　日

18 日 閉　　　　館　　　　日

19 月 診　　察 診　　察 燃焼

20 火 閉　　　　館　　　　日（春分の日）

21 水 診　　察 診　　察 資源１

22 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源２

23 金 休　　　　診 運動機能向上教室10：30～ 燃焼

24 土 閉　　　　館　　　　日

25 日 閉　　　　館　　　　日

26 月 診　　察 診　　察 予防接種（子宮頸がん予防） 燃焼

27 火 診　　察 検 査 日 骨粗しょう症検診（午後）資源１

28 水 診　　察 診　　察

29 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

30 金 診　　察 診　　察 燃焼

31 土 閉　　　　館　　　　日

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

見える所に貼り、ご活用下さい。

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30～

脳のトレーニング教室修了式
心の健康相談会

（予約）
粗大

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 3月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 3月の予定表
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南和地域の医療機能再生の検討を進め

てきた「南和の医療等に関する協議会」

は、１月23日に総務大臣の一部事務組合

設立許可があったことから、「南和広域

医療組合」へと組織が移行することにな

りました。

１月31日（火）、大和高田市文化会館

で「第７回南和の医療等に関する協議会」

と「南和広域医療組合第１回運営会議」

が続けて開催され、奈良県知事をはじめ

南和地域の１市３町８村の市町村長全員

が出席して、重要事項の協議が行われま

した。

まず、協議会では、南和地域の医療機能再編のための病院施設整備スケジュールと整備事業費に

ついて協議されました。

病院施設整備スケジュールは、地域医療再生臨時特例交付金（国の病院再編事業に対する財政補

助）の内示が震災の影響等により遅延したこと、災害対策医療強化のため救急病院建設工事（大淀

町福神地内に建設予定）の工期延長を主な理由として、救急病院の供用開始時期を平成27年９月に

見直すことなどが合意されました。

整備事業費は、必要性や優先度から再算定され、事業費総額は見直し前と同額の１５８億円です

が、救急病院の災害対策医療強化や公立へき地診療所とのネットワークなどに事業費を追加するこ

となどが合意されました。

協議会は、この日を最後として解散することになりました。

続いて開催された第１回運営会議では、13人の構成団体の首長の互選により、南和広域医療組合

管理者に荒井正吾奈良県知事が選出されました。管理者が選出されたことによって、実質的な組合

運営体制が発足したことになります。

また、同組合の医療分野担当副管理者の候補者として、松本五條病院長を選任する方針が合意さ

れました。

■会議資料など詳しくは、

南和広域医療組合ホームページ　http://nanwairyou.jp/

南和の医療に関する協議会　第７回協議会を開催
～地域の医療機能再生を担う「南和広域医療組合」発足～
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現在交付している国民健康保険被保険者証は、平成24年３月31日が有効期限です。新しい保険証
の交付は、昨年同様世帯主あてに郵送いたします。
お手元に届き次第内容のご確認をお願いいたします。
また、国民健康保険税の納付が遅れている場合は新しい保険証を郵送することが出来ませんので、

３月初旬までに完納くださいますようお願いいたします。

（保険証の見本）

■　該　当　者 国民健康保険加入者（75歳未満）
■　発送予定日 平成24年３月26日～随時（予定）
※75歳以上の方の後期高齢者被保険者証は、8月更新のため平成24年7月中に発送予定です。
■　問 合 せ 先 住民課　国保係　163－0321

平成24年度「国民健康保険証」郵送のお知らせ平成24年度「国民健康保険証」郵送のお知らせ

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納付した
場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、平成23年１月～12月中に納めた保険料全額です。（過去の年度分や

追納保険料なども含みます。）
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族（大学生のお子様）の負担すべき国民

年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、平成23年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには

年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添
付が必要となります。
このため、国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構本部から『社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書』を送付していますので、申告書の提出の際には必ず添付してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味

方です。そのためにも保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
日本年金機構・天川村

新しい保険証は台紙に
貼り付けていますので、
はがしてお使いくださ
い。

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！
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本村では、東京都港区が2011年10月より開始している「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」に参加
します。これは、港区内の公共施設や民間の建築工事等で、港区と『間伐材を始めとした国産材の活用促
進に関する協定』を締結した自治体の木材の利用を促進することにより、港区内での二酸化炭素の固定量
の増加、森林整備による二酸化炭素の吸収の促進を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的としてい
ます。（現在のところ港区と協定を締結している自治体は全国に47市町村あります。）
本制度で港区は、協定を締結した自治体内より、以下のいずれかの事項を満たす森林から産出された木

材および木材製品（以下、協定木材）について、区内で建築を行う建築主に一定量以上の利用を促します。
① 林施業計画の認定を受けており、かつ伐採後の確実な更新が担保されている森林
② 森林認証（FSC、SGEC等）を受けており、森林施業計画と同等の施業計画が策定され、伐採後の確
実な更新が担保されている森林

③ 域別の森林計画がたてられている国有林
村では、本制度を活用して協定木材を供給する事業所（登録事業所）を募集します。製品の品質の保証、

価格面で頑張って頂く必要があり大変ではありますが、東京都港区での木材製品販売を真剣に考えておら
れる事業所にとっては、又と無い機会ですので、ぜひご参加下さい。

★登録事業者になることによるメリット
・東京都港区内の公共施設・民間建築物等に対し、基準を満たした天川産材を使用した木材製品を供給
できる可能性が増えます。
・森林管理と地球温暖化防止への貢献を積極的にアピールすることができます。

★登録事業者となるための条件

昨年10月からの子ども手当制度変更に伴い、昨年10月分からの子ども手当を受け取るためには『認定請
求書』の提出が必要です。提出が済んでいない受給者の方は、役場住民課へ提出してください。認定請求
書は、すでに送付してありますが、紛失された場合は、住民課子ども手当係までご連絡ください。
※平成24年3月末までに申請がないと、昨年10月分からの手当を受け取ることができません
◎申請は役場へ（公務員の方は勤務先へ）

10月からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうかを審
査しますので、これまで受け取っていた方も含め、対象のお子さんを持つ全て
の方は、役場住民課へ認定請求をしてください（※公務員の方は勤務先へ申請）。

本制度の登録事業者となることを希望する事業者は、天川村に申請書を提出してください。登録事
業者となるための条件は以下の通りです。詳しくは、産業建設課に設置しております申請書様式を御
確認ください。
・天川村にあって以下の条件を満たす森林より産出された木材および木材製品（協定木材）を、他の
木材と区分して加工・出荷することが可能であること。

（1）森林法（昭和26年法律第249号）第5条に定める森林であり、第11条の規定に基づき、天川村長
から森林施業計画が適当である旨の認定を受けている。

（2）独立した認証機関による森林認証（ＦＳＣ、ＳＧＥＣ等）を受けており、森林法第11条の規定に
基づく森林施業計画と同等の施業計画を有している。

（3）森林法第2条第3項に定める国有林であり、第7条2項に基づき地域別の森林計画がたてられている。
・供給可能な協定木材（製材加工木材製品）の基本的情報および供給実績（年度毎）等を天川村に提
出すること。

問い合わせ先
住民課　子ども手当係
163-0321（内線163）

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度
～ 港区における国産材利用推進事業への参加の御案内 ～

子ども手当の認定請求申請を忘れずに！
3月末までに申請を！
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平成24年春季全国火災予防運動
平成24年3月1日（木）～平成24年3月7日（水）

防火標語　『消したはず　決めつけないで　もう一度』
火災が発生しやすい時季を迎えますので、火気の取扱いには十分注意しましょう。
近年の建物火災による死者のうち、住宅火災による死者が８割以上を占め、また住宅火災

における死者のうち、高齢者層（65歳以上）が約半数を占めています。
日頃から次の事項をこころがけ、火災のない町づくりをしましょう。

天川村消防団・天川村・中吉野広域消防組合

－3つの習慣・4つの対策－

【３つの習慣】○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

【４つの対策】○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

○平成21年６月１日より、全ての一般住宅への設置が義務付けられました。
○設置場所は、寝室の天井や壁、また階段の上部などです。
※　ご自身、大切な家族や財産を守り、安心して暮らすためにも、早急に設置しましょう。

※悪質訪問販売や悪質な点検にご注意下さい。
最近、悪質な消火器や住宅用火災警報器の訪問販売・訪問点検による被害が多発しています。
悪質業者の巧みな口調で、不当に高額な価格で販売したり、不適切な点検を行い高額な金

額を請求します。また、消防法や刑事・民事上の違反を明確に特定することができないケー

スが多く、これらに係る被害やトラブルの発生を未然に防止されますよう心がけて下さい。

■ 消火器・住宅用火災警報器等に関するお問合せは、最寄りの消防署まで

設置しましたか？「住宅用火災警報器」
平成23年中データによる普及率　天川村 53.6％　奈良県 60.7％　全国 71.1％

◇本体容器にはく離、腐食、使用に耐えない変形、鋭いキズがあるもの。
◇蓋（キャップ）に光沢がなくなり、シワ、スジ、表面にボツボツができたものやメッキが
はがれ、その跡に白い結晶ができたもの。
こんな消火器は、普通のゴミとして出したり、軒下・空き地・その他屋外に放置しないで下さい。
また、むやみに放出しないで下さい。消火器は非常に高い圧力で消火薬剤を噴出します。

従って、錆びた消火器や変形・キズのあるものは、その部分が圧力に耐えられず、破裂する
危険がありますので、ご自身がケガなどしないよう、また他の人が不用意に取り扱ったりす
ることのないように、十分注意して下さい。

こんな消火器は絶対に使用しないで下さい。

中吉野広域消防組合　下市消防署天川出張所　　163－0299
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I N F O R M A T I NO

高
齢
者
の
睡
眠
と
不
眠

日
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で
は
、
成
人
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に
一
人
、
六
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以
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三
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一
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な
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ほ
ど
眠
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質
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、
徐
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睡
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要
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が
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く
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す
。
六
十
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に
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と
、
次
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よ
う
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が
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す
。

若
い
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で
は
、
就
寝
後
十
分
ほ
ど
で
浅
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眠
り
（
ノ
ン
レ
ム
睡
眠
の
段
階
一
と
二
）
か

ら
深
い
眠
り
（
ノ
ン
レ
ム
睡
眠
の
段
階
三
と

四
）
へ
移
行
し
、
段
階
四
ま
で
進
む
の
に
三

十
分
ほ
ど
し
か
、
か
か
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
高
齢
者
は
入
眠
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四
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ほ
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要
し
、
睡
眠
の
段
階
は
四
ま
で
進
ま
ず
に
段

階
二
あ
た
り
で
と
ど
ま
り
、
深
い
睡
眠
が
減

少
し
ま
す
。

高
齢
者
の
不
眠
の
直
接
な
要
因
と
し
て
は
、

運
動
量
が
減
り
、
消
費
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

少
な
く
な
り
、
必
要
と
す
る
睡
眠
量
が
減
っ

て
き
ま
す
。
睡
眠
を
促
す
働
き
の
あ
る
ホ
ル

モ
ン
「
メ
ラ
ト
ニ
ン
」
の
分
泌
量
も
減
少
し

ま
す
。

人
間
は
、
寝
る
時
に
体
温
が
下
が
り
、
眠

気
を
感
じ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
加
齢
に
伴
っ

て
一
日
に
お
け
る
最
高
体
温
が
低
く
な
り
、

体
温
を
下
げ
る
の
に
要
す
る
時
間
が
短
く
な

っ
て
、
睡
眠
時
間
が
減
少
し
ま
す
。

高
齢
者
の
不
眠
の
間
接
的
な
要
因
と
し
て

は
、
持
病
（
関
節
痛
、
認
知
症
、
う
つ
病
）、

頻
尿
、
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
、
薬
の
服
用

（
降
圧
剤
、
利
尿
剤
、
喘
息
薬
）
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

眠
り
を
改
善
す
る
方
法
と
し
て
は
、
効
果

的
な
入
浴
、
適
度
な
運
動
、
過
剰
に
昼
寝
を

し
な
い
、
カ
フ
ェ
イ
ン
を
摂
取
し
な
い
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
の
睡
眠
薬
は
、
作
用
時
間
が
短
く
、

脱
力
が
お
こ
り
に
く
い
も
の
が
適
し
て
い
ま
す
。

不
眠
で
お
悩
み
の
方
は
一
度
、
か
か
り
つ

け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

奈
良
県
医
師
会

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談
（
内
科
部

会
）
三
月
八
日
（
木
）
午
後
二
時
〜
午
後

三
時
　
予
約
必
要

◎
目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）
三
月
十
三

日
（
火
）
午
後
二
時
〜
午
後
三
時
　
予
約

不
要

◎
精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
精
神
神
経

科
部
会
）
三
月
二
十
三
日
（
金
）
午
後
三

時
　
〜
午
後
四
時
　
予
約
必
要

◎
整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
整
形
外

科
部
会
）
三
月
二
十
七
日
（
火
）
午
後
二

時
〜
午
後
三
時
　
予
約
必
要

▼
場
　
所：

奈
良
県
医
師
会
館
・
一
階
　
県

民
健
康
サ
ー
ビ
ス
室
（
近
鉄
大
和
八
木
駅

か
ら
北
へ
徒
歩
七
分
）

▼
連
絡
先：

〒
六
三
四
―
八
五
〇
二
　
橿
原
市

内
膳
町
五
―
五
―
八
　
奈
良
県
医
師
会
各
主

催
部
会

1
〇
七
四
四
―
二
二
―
八
五
〇
二

▼
開
催
日
・
テ
ー
マ

・
四
月
十
四
日：

弁
護
士
に
依
頼
す
る
方
法

と
ポ
イ
ン
ト

・
五
月
十
二
日：

消
費
者
問
題

・
六
月
九
日：

隣
人
ト
ラ
ブ
ル
と
法
律

・
七
月
十
四
日：

離
婚
問
題

・
八
月
四
日：

裁
判
員
制
度
と
死
刑
問
題

・
九
月
八
日：

不
動
産
売
買

・
十
月
十
三
日：

相
続
・
遺
言

・
十
一
月
十
日：

交
通
事
故

・
十
二
月
八
日：

労
働
問
題

・
一
月
十
二
日：

賃
貸
借

・
二
月
九
日：

成
年
後
見

・
三
月
九
日：

建
築
に
関
す
る
紛
争

▼
時
間：

午
後
一
時
〜
三
時
ま
で

▼
場
所：

奈
良
弁
護
士
会
館

▼
申
込：

ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
七
四
二
―
二

三
―
八
三
一
九
）
に
て

希
望
講
座
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名

（
ふ
り
が
な
）、
電
話
番
号
を
記
入

▼
申
込
先：

奈
良
弁
護
士
会

〒
六
三
〇
―
八
二
三
七

「
市
民
法
律
講
座
」
実
施
要
領

①
寝
つ
き
が
悪
く
な
る

②
眠
り
が
浅
く
な
る

③
夜
中
に
何
度
も
目
が
覚
め
る

④
朝
早
く
目
が
覚
め
る

⑤
眠
り
の
時
間
帯
が
早
く
な
る

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
四
年
第
二
回
天
川
村
議
会
臨
時
会

が
、
二
月
十
四
日
に
招
集
さ
れ
開
会
さ
れ
ま
し

た
。そ

の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

〜
予
算
に
つ
い
て
〜
　

◇
平
成
二
十
三
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
七
号
）
に
つ
い
て

▽
八
〇
〇
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二，

四
二

七，

二
二
九
千
円
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

す
。

〜
契
約
の
締
結
〜

◇
弥
仙
橋
橋
梁
架
設
上
部
工
工
事
に
か
か
る
請

負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

▽
弥
仙
橋
橋
梁
架
設
上
部
工
工
事
の
請
負
契
約

に
関
す
る
も
の
で
す
。

◇
天
川
村
立
天
川
中
学
校
の
今
後
に
関
す
る
請

願
書

採
択
事
項

可
決
事
項

否
決
事
項

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

平
成
二
十
四
年
第
二
回
臨
時
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
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お し ら せ

奈
良
市
中
筋
町
二
十
二
番
地
の
一

1：

〇
七
四
二
―
二
二
―
二
〇
三
五

Ｆ
Ａ
Ｘ：

〇
七
四
二
―
二
三
―
八
三
一
九

特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
請
求

の
受
け
付
け
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日（
消
印
有
効
）ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日
に
ご
存
命
で

日
本
国
籍
を
有
す
る
方
（
同
日
以
降
に
亡
く

な
ら
れ
た
方
は
相
続
人
）
が
対
象
で
す
。

ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
平
和
祈

念
事
業
特
別
基
金
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

1
〇
五
七
〇
―
〇
五
九
―
二
〇
四
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
）（
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
1

〇
三
―
五
八
六
〇
―
二
七
四
八
）

平
日
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。（
土
日
祝
日
は
休
み

で
す
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三

十
一
日
（
土
）
は
受
け
付
け
て
い
ま
す
。）

京
大
・
阪
大
・
神
大
ほ
か
近
畿
地
区
の
国

立
大
学
・
高
等
専
門
学
校
で
、
あ
な
た
の
技

術
力
を
活
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
募
集
区
分：

電
気
・
機
械
・
建
築
な
ど
詳

細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

▼
受
験
資
格：

昭
和
五
十
七
年
四
月
二
日
以

降
に
生
ま
れ
た
人

▼
受
付
期
間：

四
月
一
日
（
日
）
〜
四
月
十

日
（
火
）

▼
第
一
次
試
験
日：

五
月
二
十
日
（
日
）

▼
お
問
い
合
わ
せ：

近
畿
地
区
国
立
大
学
法
人
等
職
員
統
一
採

用
試
験
事
務
室

1
〇
七
五
―

七
五
三
―

二
二
二
八

URL：
http;//www.kyoto-u.ac.jp/siken

で
検
索
！

毎
年
三
月
末
は
、
企
業
の
決
算
期
や
自
動

車
税
の
賦
課
期
日
の
終
期
等
に
よ
る
影
響
を

受
け
、
自
動
車
の
検
査
・
登
録
の
各
種
申
請

が
集
中
し
窓
口
が
大
変
輻
輳
し
ま
す
。

こ
の
時
期
に
申
請
さ
れ
ま
す
と
、
皆
さ
ま

方
に
は
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
な
ど
大
変

ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
緩
和
す
る
た
め
、
自

動
車
の
移
転
登
録
（
名
義
変
更
）
や
抹
消
登

録
（
廃
車
）
等
の
手
続
き
は
、
で
き
る
だ
け

早
期
に
済
ま
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

検
査
・
登
録
の
手
続
き
案
内
は
、
ヘ
ル
プ

デ
ス
ク
「
1：

〇
五
〇
―
五
五
四
〇
―
二
〇
六

三
」（
音
声
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
サ
ー
ビ
ス
）
に
よ
り

二
十
四
時
間
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
畿
運
輸
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
各

種
手
続
き
案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

URL：
http;//wwwtb.m

lit.go.jp/kinki/

▼
概
要：

奈
良
県
労
働
委
員
会
で
は
、「
突
然
、

近
畿
　
国
立
大
学
法
人

解
雇
や
配
置
転
換
さ
れ
た
が
納
得
で
き
な

い
」「
何
の
説
明
も
な
く
賃
金
を
引
き
下
げ

ら
れ
た
」
な
ど
、
個
々
の
労
働
者
と
事
業

主
間
の
労
働
条
件
、
そ
の
他
労
働
関
係
に

関
す
る
紛
争
の
解
決
を
お
手
伝
い
す
る
個

別
労
働
関
係
紛
争
あ
っ
せ
ん
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
手
続
き
は
簡
単
で
、
費
用

は
無
料
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ：

奈
良
県
労
働
委
員
会
事

務
局
（
一
月
か
ら
奈
良
市
法
蓮
町
七
五
七

奈
良
県
奈
良
総
合
庁
舎
内
に
移
転
し
て
い

ま
す
。）

1：

〇
七
四
二
―
二
〇
―
四
四
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ：

〇
七
四
二
―
二
三
―
三
五
三
〇

「
雇
う
人
も
働
く
人
も
　
労
働
条
件
は

し
か
と
明
示
、

し
か
と
確
認
。

働
く

前
の
　
お
約
束
。」

労
働
基
準
法
第
十
五
条
で
は
、
労
働
契
約

を
結
ぶ
際
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
を
明
示

し
た
書
面
（
労
働
条
件
通
知
書
）
を
事
業
主

か
ら
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

て
い
ま
す
。

本
月
間
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

奈
良
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課
ま
で
。

（
1
〇
七
四
二
―
三
二
―
〇
二
〇
四
）

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が
四
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
ま
す

昨
年
四
月
の
森
林
法
改
正
に
よ
り
、
今
年

四
月
以
降
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
方
は
市
町
村
長
へ
の
事
後
届
出
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

▼
届
出
対
象
者：

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新

た
に
取
得
し
た
方
は
、
面
積
に
関
わ
ら
ず

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地
売

買
契
約
の
届
出
を
提
出
し
て
い
る
方
は
対

象
外
で
す
。

▼
届
出
期
間：

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日

か
ら
九
十
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土
地
の
あ

る
市
町
村
の
長
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
事
項：

届
出
書
に
は
、
届
出
者
と
前

所
有
者
の
住
所
氏
名
、
所
有
者
と
な
っ
た

年
月
日
、
所
有
権
移
転
の
原
因
、
土
地
の

所
在
場
所
・
面
積
と
と
も
に
、
土
地
の
用

途
等
を
記
載
し
ま
す
。
添
付
書
類
と
し
て
、

登
記
事
項
証
明
書
（
写
し
も
可
）
又
は
土

地
売
買
契
約
書
な
ど
権
利
を
取
得
し
た
こ

と
が
分
か
る
書
類
の
写
し
、
土
地
の
位
置

を
示
す
図
面
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
産
業
建
設
課
（
1
〇
六
三
―
〇
三

二
一
）
又
は
奈
良
県
林
業
振
興
課
森
林
計

画
係
（
1
〇
七
四
二
―
二
二
―
七
四
七
一
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▼
主
催：

社
団
法
人
　
吉
野
青
年
会
議
所

▼
日
時：

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
（
金
）

（
受
付
）
午
後
六
時
十
分
〜
午
後
六
時
三

十
分
ま
で

（
講
演
）
午
後
六
時
三
十
分
〜
午
後
八
時

二
十
分
ま
で

近
畿
運
輸
局
奈
良
運
輸
支
局

よ
り
お
知
ら
せ

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を

お
手
伝
い
し
ま
す

『「
ス
ト
レ
ス
な
ん
か
ブ
ッ
飛
ば
せ
」

巳
抄
呼
〜M

isako

〜
の
笑
う
体
操
！
』

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
の
皆

様
へ

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
〜
三

月
三
十
一
日
は
「
労
働
条
件
の

明
示
・
確
認
月
間
」
で
す
！

近
畿
地
区
国
立
大
学
法
人
等

技
術
職
員
募
集
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I N F O R M A T I NO

1 2 3 4

▼
場
所：

大
淀
町
文
化
会
館
　
小
ホ
ー
ル

奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
桧
垣
本
二
〇
九
〇

番
地

▼
参
加
対
象：

一
般
募
集
六
十
五
人

▼
応
募
方
法：

（
社
）
吉
野
青
年
会
議
所
の

チ
ラ
シ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「http;//w
eb1 .kcn.jp/yoshino-jc/

」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
募
集
種
目：

幹
部
候
補
生
・
予
備
自
衛
官

補
▼
受
験
資
格：

（
幹
部
候
補
生
）

◎
二
十
二
歳
以
上
二
十
六
歳
未
満
の
男
子

（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
現
在
）
二
十
歳

以
上
二
十
二
歳
未
満
で
、
大
学
卒
業
に
相

当
す
る
者

（
予
備
自
衛
官
補
）

▼
一
般
公
募：

十
八
歳
以
上
三
十
四
歳
未
満

の
者

▼
技
能
公
募：

十
八
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

の
者
で
以
下
の
国
家
免
許
資
格
等
を
有
す

る
者
（
資
格
に
よ
り
五
十
四
歳
ま
た
は
五

十
三
歳
未
満
）

◆
技
能
公
募
資
格
の
一
例：

医
師
・
薬
剤
師
・
看
護
師
・
准
看
護
師
・

救
急
救
命
士
・
理
学
療
養
士
・
診
療
放
射

線
技
師
・
臨
床
検
査
技
師
・
自
動
車
整
備

士
・
情
報
処
理
技
術
者
・
総
合
無
線
通
信

士
・
電
気
主
任
技
術
者
・
建
築
士
・
測
量

士
等

▼
受
付
期
間：

◎
幹
部
候
補
生：

平
成
二
十

四
年
二
月
一
日
（
水
）
〜
平
成
二
十
四
年

四
月
二
十
七
日
（
金
）
◎
予
備
自
衛
官

補：

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日
（
水
）

〜
平
成
二
十
四
年
四
月
四
日
（
水
）

▼
試
験
期
日：

◎
幹
部
候
補
生：

◆
一
次
試
験：

【
筆
記
試
験
】
平
成
二
十
四

年
五
月
十
二
日
（
土
）
【
筆
記
式
操
縦
適

正
検
査
】
平
成
二
十
四
年
五
月
十
三
日

（
日
）（
飛
行
要
員
希
望
者
の
み
）

◆
二
次
試
験：

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

（
火
）
〜
十
五
日
（
金
）
の
う
ち
指
定
す
る

日
◎
予
備
自
衛
官
補：

平
成
二
十
四
年
四
月
十

三
日
（
土
）
〜
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六

日
（
月
）
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
一
日

詳
し
く
は
下
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ：

〒
六
三
七
―
〇
〇
〇
四
　
五
條
市
今
井
５
丁

目
一
―
一
二
　
サ
ン
タ
ウ
ン
二
階

自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部
　
五
條
地
域

事
務
所

1
〇
七
四
七
―
二
二
―
三
七
八
九

▼
受
験
資
格

◎
昭
和
五
十
七
年
四
月
二
日
〜
平
成
三
年
四

月
一
日
生
ま
れ
の
者

◎
平
成
三
年
四
月
二
日
以
降
生
ま
れ
の
者
で

次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二
十
五

年
三
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者

（
二
）
人
事
院
が
（
一
）
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

▼
申
込
受
付
期
間：

平
成
二
十
四
年
四
月
二

日
（
月
）
〜
四
月
十
二
日
（
木
）

原
則
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

[http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.htm
l]

▼
試
験
日：

◎
第
一
次
試
験：

六
月
十
日
（
日
）

◎
第
二
次
試
験：

七
月
十
七
日
（
火
）
〜
七

月
二
十
四
日
（
火
）

▼
合
格
者
発
表
日：

◎
第
一
次
試
験
合
格
者
発
表
日：

平
成
二
十

四
年
七
月
三
日
（
火
）
九
時

◎
最
終
合
格
者
発
表
日：

平
成
二
十
四
年
八

月
二
十
二
日
（
水
）
九
時

▼
採
用
予
定
数：

約
八
〇
〇
人

▼
問
い
合
わ
せ
先：

大
阪
国
税
局
人
事
第
二

課
試
験
係
（
1
〇
六
―
六
九
四
一
―
五
三
三

一
）
又
は
吉
野
税
務
署
総
務
課

▼
そ
の
他：

採
用
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
採
用
案
内
」
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。

(http://www.nta.go.jp)

大
阪
国
税
局
・
吉
野
税
務
署

国
税
職
員
募
集
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
四
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験

自
衛
官
各
種
募
集
の
ご
案
内



天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●
一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●
郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●
ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

燃焼 26.97トン
前月比 94.47％
前年同月比 100.60％

不燃 2.08トン
前月比 51.23％
前年同月比 114.92％

資源 5.42トン
前月比 98.19％
前年同月比 94.69％

粗大 0.46トン
前月比 28.57％
前年同月比 50.00％

１月のごみ
収集状況

幼 稚 園 だ よ り 幼 稚 園 だ よ り 

発
行
／
天
川
村
役
場

〒
638 -0392

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
大
字
沢
谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321
FAX：

0747-63-0329
企
画
・
編
集
／
総
務
課
広
報
係（
内
線

123）
U
R
L：
http://w

w
w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：
tenkaw

a@
vill.tenkaw

a.lg.jp

広
報
 

平
成

24年
２
月

29日
発
行
　
通
巻

421号

村のうごき

人
口

1,700人
（
－
１
）

2012年
１
月
31日
現
在
（
）
内
は
前
月
と
の
比
較

女889人
（
－
１
）

男811人
（
±
０
）

世
帯
数

745戸
（
－
１
）

天川小学校１・２年生との交流会で、一学期はポップコーンの栽培、二学期は収穫、そして
３学期は（２月２日）ポップコーン作りに挑戦しました。
最初に小学生がポップコーンの作り方を丁寧にわかりやすく説明してくれました。お蔭で、

緊張していた園児の顔もほころび、「ポンポン音がしてきたよ！」「いい匂いがしてきたね。」
「はぜらないのもあるよ。」「もう少し塩を入れた方がいいね。」「買ってたべるより美味しいね！」
等々、感じたことを思い思いに口にしながら活動する姿が見られました。
とうもろこしの栽培・収穫・調理と継続した交流活動を通して、園児一人一は小学生とかか
わりながら活動する楽しさを体験することが出来ました。

天川小学校1・2年生交流会 天川小学校1・2年生交流会 

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。
古紙配合率100％再生紙 

100
大豆油インキを使用しています 

“ポップコーンの作

り方を説明します”

どんなところが楽

しかったですか？

まずバターを入れて…

もう少し塩を入れようよ！

ポンってはぜたよ！

美味しいね！


